
ｑ警報発令時の対応ｑ 

姫路・高砂・加古川・明石・神戸のいずれかの市に暴風・大雨・大雪・洪水 のいず

れかの警報が発令された場合は、下記に従った行動をとる。 

なお、兵庫県内に警報が発令されても、上記の５市がひとつも含まれていない場合は

平常通りとし、警報が発令されている市町村からの通学生徒のみ、下記に従った行動を

とる。 

 

＊始業時以降の発令は、状況を判断し対処する。 

＊JR 神戸線の神戸－姫路間が不通の場合は、警報発令時に準ずる。 

ただし、人身事故など、一時的な運転見合わせは除く。                                         

時 間 帯 対 応 の 内 容 

７時以前の発令 
・ 解除まで自宅待機。 

・ 解除後、安全に配慮し登校。 

7 時 

解 除 

発令継続中 

(7 時以降の

発令も含む) 

・ 平日、考査時は、自宅待機。 

・ 土曜日、補習時は臨時休校。 

9 時 

解 除 

・ 12 時より 3 限～６限の授業を短縮で行

う。･････① 

・ 定期考査は 12 時に開始する。･････② 

＊上記 ①② の変更時はホームページに

詳細が記載される。ホームページが見られ

ない時は、担任に連絡をとって確認するこ

と。 

発令継続中 ・ 臨時休校。 

臨 時 休 校 時 

・ 自宅学習日とし、発令中は外出禁止。 

・ 解除後に、登校を必要とする場合は関係教員の

指示に従う。 


